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再任用職員となる場合の注意点

夫婦で子を共同扶養《共働き）している方

再任用職員となることで自身の収入が減少し，

配偶者との間で， 『主たる生計維持者」が

逆転する場合があります。

（再任用職員となった時点の収入で判断する。）

そのような場合は，子の扶養者を変更する手
続が必要になります。

1

退職後の医療保険制度について

1家族鱒被扶養者に意る。

2国民健康保険に加入する。

3裁判所共済組合の任意継続組合員

制度に加入する。
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任意議続鵜合
＝錘
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所鶏晶喜調
希望により
することがで誉

瀧寳毒 裁判

加入に限り，

加入によるメリット

(1)短期給付を受ける。
(2)福祉事業の利用可。
※ただし，長期給付（年金）は含まない
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(3)高齢受給者申出書 (該当者のみ）
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3掛金

掛金（短期掛金，介護掛金）

(1)払込期間

(2)額の算定

(3)納付期限

(4)前納割引

(5)納付手続

令和元年度任意継鏡組合員掛金早見髭
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4資格の喪失

次の場合は資格を喪失する。

(1) 2年を経過したとき

(2)死亡したとき

(3) 任継でなくなることを希望する申出をしたとき

(4)他の健康保険に加入したとき

(5)後期高齢者医療の被保険者となったとき

(6)期限までに掛金を払い込まなかったとき
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資格喪失後の給付

傷病手当金

出産費

埋葬料
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